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平
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院
議
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鈴
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宗
男
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提
出
日
韓
併
合
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
八
年
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二
十
日
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号



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
日
韓
併
合
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

韓
国
併
合
ニ
関
ス
ル
条
約
（
明
治
四
十
三
年
条
約
第
四
号
）
は
、
国
際
法
上
有
効
に
締
結
さ
れ
た
と
認
識
し
て
い
る
。
い

ず
れ
に
せ
よ
、
同
条
約
は
、
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
基
本
関
係
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
四
十
年
条
約
第
二
十
五
号
）

第
二
条
に
お
い
て
、
も
は
や
無
効
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

韓
国
併
合
ニ
関
ス
ル
条
約
は
、
大
韓
民
国
が
独
立
し
た
時
に
失
効
し
、
そ
の
他
の
千
九
百
十
年
八
月
二
十
二
日
以
前
に
大

日
本
帝
国
と
大
韓
帝
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
条
約
及
び
協
定
は
、
各
条
約
及
び
協
定
に
規
定
す
る
条
件
の
成
就
等
に
よ
り
、

又
は
韓
国
併
合
ニ
関
ス
ル
条
約
の
発
効
（
千
九
百
十
年
八
月
二
十
九
日
）
に
伴
い
失
効
し
た
と
解
し
て
い
る
。


